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刑事施設に収容されている者に対する介護保険料の減免に関する 

     取扱いの周知について 

 

  

今般、総務省に行政相談があり、刑事施設の被収容者に対する国民健康保険、後期

高齢者医療及び介護保険に係る保険料の減免について、同省の行政苦情救済推進会議

において検討が行われた。その結果、総務省行政評価局長より、総務省設置法（平成

11年法律第91号）第４条第１項第15号の規定に基づき、別添のとおり、被収容者の介

護保険に係る保険料の減免の要否について、これまでその検討が行われていない市町

村において必要に応じて検討が行われるよう、市町村は条例により被収容者に対する

保険料が減免できる旨情報提供すること、とのあっせんが行われた。 

このため、下記について、内容を御了知の上、必要に応じて被収容者の保険料の減

免の要否について検討が行われるよう、管内市町村への周知に御配慮願いたい。 

 

記 

 
１ 保険料減免の考え方 
  介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 142 条に基づき、 

 市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免  

 することができることとされている。 

  被収容者に対する介護については、公費により必要な対応がなされるため、法第 

 63 条により、保険給付が制限される。一方、市町村特別給付及び地域支援事業（以 

 下「市町村特別給付等」という。）については、給付等がされる場合がある。 

  これを受けて、少なくとも、法第 63 条により制限されない市町村特別給付等も 

 含め一切の給付等がなされない場合には、被収容者に対する減免を実施することが 

 考えられる。なお、市町村特別給付等を行っている場合において、被収容者に対す 

 る保険料減免を実施することを制限するものではない。 

  各市町村においては、以上を踏まえつつ、必要に応じて被収容者の保険料の減免 

 について検討されたい。 



 

２ 保険料の減免措置を検討する場合の留意事項 
  減免に要する費用は、給付費全体の 22%（※）を負担する他の第１号被保険者の

保険料に転嫁することとなるため、減免を検討する場合には、その影響を十分に考

慮して検討を行うことが適切である。 
  なお、保険料の減免については、被保険者間の公平性の確保や、健全な介護保険

財政運営と財政規律の保持の観点から、従来からお示ししてきているとおり、①保

険料の全額免除・②収入のみに着目した一律免除・③保険料減免分に対する一般財

源の投入については、適当ではないため、引き続きこのいわゆる３原則の遵守に関

して、各市町村において適切に対応していただきたい。 
 （※）第６期（平成 27 年度から 29 年度まで）における第１号被保険者の負担割合 
   
   


















